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(57)【要約】
【課題】本発明は、補聴器に関するもので、装着性を向
上することを目的とするものである。
【解決手段】イヤチップ６を外耳道７に保持するための
係合具８を備え、前記係合具８は、前記イヤチップ６側
の凸形状小円弧８ａおよびこの凸形状小円弧８ａに対向
配置された凸形状大円弧８ｂと、これら凸形状小円弧８
ａの前端側と凸形状大円弧８ｂの前端側を結ぶ前辺８ｃ
および前記凸形状小円弧８ａの後端側と凸形状大円弧８
ｂの後端側を結ぶ後辺８ｄとにより構成されたリング状
とする共に、前記後辺８ｄは、その中部が前辺８ｃ側に
突出した凹形状とした。
【選択図】図４



(2) JP 2012-178668 A 2012.9.13

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
耳の背面に装着される本体ケースと、
この本体ケースにその一端側が連結され、他端側にはイヤチップが連結されるひも状の音
導体と、
この音導体の他端側に装着された前記イヤチップを外耳道に保持するための係合具とを備
え、
前記係合具は、前記イヤチップ側の凸形状小円弧およびこの凸形状小円弧に対向配置され
た凸形状大円弧と、これら凸形状小円弧の前端側と凸形状大円弧の前端側を結ぶ前辺およ
び前記凸形状小円弧の後端側と凸形状大円弧の後端側を結ぶ後辺とにより構成されたリン
グ状とする共に、前記後辺は、その中部が前辺側に突出した凹形状とした補聴器。
【請求項２】
前記係合具の前辺は略直線状とした、請求項１に記載の補聴器。
【請求項３】
前記係合具の小円弧側に、前記音導体の他端を保持するための結合部を有する請求項１ま
たは２に記載の補聴器。
【請求項４】
前記音導体は音道パイプにより形成した請求項１から３のいずれか一つに記載の補聴器。
【請求項５】
前記音導体は音信号伝送ワイヤにより形成した請求項１から３のいずれか一つに記載の補
聴器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耳掛けタイプの補聴器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種補聴器の構成は以下のようになっていた。
【０００３】
　すなわち、耳の背面に装着される本体ケースと、この本体ケースにその一端側が連結さ
れ、他端側にはイヤチップが連結されるひも状の音導体とを備えた構成となっており、前
記音導体の他端側には、耳の対耳珠に係合させるひも状の係合具を取り付けていた（例え
ば、下記特許文献１）。
【０００４】
　つまり、本体ケースを耳の背面側に装着し、イヤチップを外耳道に挿入後、前記係合具
を耳の耳珠に係合させることにより、イヤチップが外耳道から外れないようにしたもので
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５／０００２５３９号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００６／０２１５８６４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記従来例において、前記ひも状の係合具は補聴器を装着する個人の耳の大きさが異な
ることから、長めに設定されており、耳の小さな人に装着する場合には、この係合具の先
端側を、例えばハサミなどの切断具で切断し、長さ調整を行うようにしていた。つまり、
補聴器を装着する個人の耳の大きさに合わせるためには、上述のような切断具による係合
具の切断が必要となり、装着作業性の悪いものであった。
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【０００７】
　そこで、前記音導体の他端側に、耳の耳珠に係合させるリング状の係合具を取り付けた
ものが提案された（例えば、下記特許文献２）。
【０００８】
　つまり、この特許文献２に示されたものでは、ひも状の係合具の一端側にその他端側を
合わせることで、リング状とし、かつ他端側を引いたり伸ばしたりすることで、そのリン
グの大きさを可変し、それによって、補聴器を装着する個人の耳の大きさの違いに対応す
るようにしていた。
【０００９】
　しかしながら、この特許文献２に示されたものでも、上述のごとく、ひも状の他端側を
引いたり伸ばしたりする作業は必要となり、実作業では、一度耳に補聴器を装着した状態
でリング状の係合具の装着具合を確認し、再び、補聴器を取り外した状態で上述のひも状
の係合具の他端側を引いたり伸ばしたりする作業を繰り返すこととなり、これも装着作業
性の悪いものであった。
【００１０】
　そこで、本発明は、装着作業の容易化を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　そしてこの目的を達成するために、本発明は、耳の背面に装着される本体ケースと、こ
の本体ケースにその一端側が連結され、他端側にはイヤチップが連結されるひも状の音導
体と、この音導体の他端側に装着された前記イヤチップを外耳道に保持するための係合具
とを備え、前記係合具は、前記イヤチップ側の凸形状小円弧およびこの凸形状小円弧に対
向配置された凸形状大円弧と、これら凸形状小円弧の前端側と凸形状大円弧の前端側を結
ぶ前辺および前記凸形状小円弧の後端側と凸形状大円弧の後端側を結ぶ後辺とにより構成
されたリング状とする共に、前記後辺は、その中部が前辺側に突出した凹形状とし、これ
により所期の目的を達成するものである。
【発明の効果】
【００１２】
　以上のように本発明は、耳の背面に装着される本体ケースと、この本体ケースにその一
端側が連結され、他端側にはイヤチップが連結されるひも状の音導体と、この音導体の他
端側に装着された前記イヤチップを外耳道に保持するための係合具とを備え、前記係合具
は、前記イヤチップ側の凸形状小円弧およびこの凸形状小円弧に対向配置された凸形状大
円弧と、これら凸形状小円弧の前端側と凸形状大円弧の前端側を結ぶ前辺および前記凸形
状小円弧の後端側と凸形状大円弧の後端側を結ぶ後辺とにより構成されたリング状とする
共に、前記後辺は、その中部が前辺側に突出した凹形状としたものであるので、装着作業
の容易化を図ることができる。
【００１３】
　すなわち、本発明の前記係合具は、前記イヤチップ側の凸形状小円弧およびこの凸形状
小円弧に対向配置された凸形状大円弧と、これら凸形状小円弧の前端側と凸形状大円弧の
前端側を結ぶ前辺および前記凸形状小円弧の後端側と凸形状大円弧の後端側を結ぶ後辺と
により構成されたリング状とする共に、前記後辺は、その中部が前辺側に突出した凹形状
としたものであるので、補聴器を装着する個人の耳の大きさに合わせて、この係合具の後
辺が折りたたまれる方向に変位することとなる。
【００１４】
　つまり、補聴器を装着する個人の耳の大きさにかかわらず、この係合具を耳に装着する
だけで、その係合具の後辺側が折りたたまれる方向に変位することで、大きさ調整が行え
、この結果として、装着作業の容易化を図ることができるのである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態にかかる補聴器を耳に装着した側面図
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【図２】本発明の一実施形態にかかる補聴器を耳に装着した正面図
【図３】同、係合具の側面図
【図４】同、係合具を装着した補聴器の側面図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に、本発明の一実施形態を図面とともに詳細に説明する。
【００１７】
　（実施の形態１）
　図１、図２は、本発明の一実施形態にかかる補聴器を耳に装着した状態を示し、耳１の
背面側には本体ケース２が装着されている。
【００１８】
　この本体ケース２の上部には、ひも状の音導体３の一端を連結する結合部４が設けられ
ており、この結合部４にひも状の音導体３の一端が連結されている。
【００１９】
　また、音導体３の他端側にはイヤチップアダプタ５が取り付けられており、イヤチップ
アダプタ５にはイヤチップ６が連結されている。
【００２０】
　このイヤチップ６は、本実施形態においては図２のごとく外耳道７内に、そのすべての
部分が挿入される構造になっている。
【００２１】
　前記ひも状の音導体３は、図１で理解されるように、前記本体ケース２の上部の結合部
４に連結される一端側から略円弧を描きながら外耳道７の外側までつながり、そこからは
、図２で理解されるように、外耳道７に向かって緩やかにカーブする形状となっている。
【００２２】
　イヤチップアダプタ５にはリング状の係合具８が取り付けられ、この係合具８が耳珠９
および対耳珠１０から対耳輪１０ａにかけて当接することで、イヤチップ６が安定して固
定されることとなる。
【００２３】
　次に、図３を用いて係合具８を詳細に説明する。係合具８は、変形自在の軟質材質でで
きており、例えばシリコンゴムなどが使用される。
【００２４】
　この係合具８は、前記イヤチップ側の凸形状小円弧８ａおよびこの凸形状小円弧８ａに
対向配置された凸形状大円弧８ｂと、これら凸形状小円弧８ａの前端側と凸形状大円弧８
ｂの前端側を結ぶ前辺８ｃおよび前記凸形状小円弧８ａの後端側と凸形状大円弧８ｂの後
端側を結ぶ後辺８ｄとにより構成されたリング状とする共に、前記後辺８ｄは、その中部
が前辺８ｃ側に突出した凹形状とした。
【００２５】
　また、この係合具８の凸形状小円弧８ａ部分には、リング状内に突入する形状の結合部
１１を一体形成している。
【００２６】
　図４は、補聴器に係合具８を取り付けた状態の図である。
【００２７】
　係合具８は、その結合部１１を、イヤチップアダプタ５の、外耳道７の入り口部分に臨
む位置に配置された孔１２に差し込むことにより、イヤチップアダプタ５に連結される。
係合具８がイヤチップアダプタ５に連結された状態では、外耳道７の一番奥にイヤチップ
６があり、イヤチップアダプタ５を経由して、係合具８が外耳道７の入り口辺りに配置さ
れる（図２参照）。
【００２８】
　この補聴器を耳１に装着する場合には、まず、本体ケース２を図１のごとく耳１の後ろ
側に配置し、その後、イヤチップ６を図２のごとく外耳道７に挿入する。そして、係合具
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８を図２のごとく耳１内に装着する時には、まず、前辺８ｃ側を耳珠９の裏側に入れ、次
に、凸形状大円弧８ｂ側を対耳珠１０の裏側に入れる。すると、図４と図１の比較からも
理解されるように、凸形状大円弧８ｂは凸形状小円弧８ａ側へと押された状態に変形し、
これにより、個人の耳の大きさに合致する長さ方向の調整が行われる事となる。
【００２９】
　このように、凸形状大円弧８ｂは凸形状小円弧８ａ側へと押された状態に変形する理由
は、その後辺８ｄは、その中部が前辺８ｃ側に突出した凹形状としたからであり、この後
辺８ｄは上端（凸形状小円弧８ａ側）と下端（凸形状大円弧８ｂ側）が、折りたたまれる
ように変形することができるように構成しているからである。
【００３０】
　すなわち、本実施形態の前記係合具８は、前記イヤチップ６側の凸形状小円弧８ａおよ
びこの凸形状小円弧８ａに対向配置された凸形状大円弧８ｂと、これら凸形状小円弧８ａ
の前端側と凸形状大円弧８ｂの前端側を結ぶ前辺８ｃおよび前記凸形状小円弧８ａの後端
側と凸形状大円弧８ｂの後端側を結ぶ後辺８ｄとにより構成されたリング状とする共に、
前記後辺８ｄは、その中部が前辺８ｃ側に突出した凹形状としたものであるので、補聴器
を装着する個人の耳の大きさに合わせて、この係合具８の後辺８ｄが折りたたまれる方向
に変位することとなる。
【００３１】
　つまり、補聴器を装着する個人の耳の大きさにかかわらず、この係合具８を耳に装着す
るだけで、その係合具８の後辺８ｄ側が折りたたまれる方向に変位することで、大きさ調
整が行え、この結果として、装着作業の容易化を図ることができるのである。
【００３２】
　また、本実施形態においては、係合具８の後辺８ｄ側が折りたたまれる方向に変位する
と、凸形状小円弧８ａと前辺８ｃは、耳１の前方側（図３の右側）に移動させられるモー
メントが働き、その結果として前辺８ｃは図１のごとく、耳珠９の裏側に押し付けられる
こととなり、この状態においては、前辺８ｃは耳珠９の裏側、また、凸形状大円弧８ｂは
図１のごとく、対耳珠１０の裏側に押し付けられることとなり、これにより、係合具８は
耳１に安定した状態で保持され、また、それに係合させられたイヤチップアダプタ５、イ
ヤチップ６は外耳道７にきわめて安定した状態で保持されることになるのである。
【００３３】
　なお、前記音導体３は音道パイプにより形成しているが、音を電気信号で伝える音信号
伝送ワイヤによって形成しても良い。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　以上のように本発明は、耳の背面に装着される本体ケースと、この本体ケースにその一
端側が連結され、他端側にはイヤチップが連結されるひも状の音導体と、この音導体の他
端側に装着された前記イヤチップを外耳道に保持するための係合具とを備え、前記係合具
は、前記イヤチップ側の凸形状小円弧およびこの凸形状小円弧に対向配置された凸形状大
円弧と、これら凸形状小円弧の前端側と凸形状大円弧の前端側を結ぶ前辺および前記凸形
状小円弧の後端側と凸形状大円弧の後端側を結ぶ後辺とにより構成されたリング状とする
共に、前記後辺は、その中部が前辺側に突出した凹形状としたものであるので、装着作業
の容易化を図ることができる。
【００３５】
　すなわち、本発明の前記係合具は、前記イヤチップ側の凸形状小円弧およびこの凸形状
小円弧に対向配置された凸形状大円弧と、これら凸形状小円弧の前端側と凸形状大円弧の
前端側を結ぶ前辺および前記凸形状小円弧の後端側と凸形状大円弧の後端側を結ぶ後辺と
により構成されたリング状とする共に、前記後辺は、その中部が前辺側に突出した凹形状
としたものであるので、補聴器を装着する個人の耳の大きさに合わせて、この係合具の後
辺が折りたたまれる方向に変位することとなる。
【００３６】
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　つまり、補聴器を装着する個人の耳の大きさにかかわらず、この係合具を耳に装着する
だけで、その係合具の後辺側が折りたたまれる方向に変位することで、大きさ調整が行え
、この結果として、装着作業の容易化を図ることができるのである。
【００３７】
　従って、補聴器としての活用が期待されるものである。
【符号の説明】
【００３８】
１　耳
２　本体ケース
３　音導体
４　結合部
５　イヤチップアダプタ
６　イヤチップ
７　外耳道
８　係合具
８ａ　凸形状小円弧
８ｂ　凸形状大円弧
８ｃ　前辺
８ｄ　後辺
９　耳珠
１０　対耳珠
１０ａ　対耳輪
１１　結合部
１２　孔

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月12日(2012.3.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
耳の背面に装着される本体ケースと、
前記本体ケースにその一端が連結され、他端がイヤチップに連結される音導体と、
前記音導体の前記他端に連結された前記イヤチップを耳の外耳道に保持するための係合具
と、を備え、
前記係合具は、リング形状を有し、
前記リング形状は、前記イヤチップ側に配される第１円弧部と、前記第１円弧部より大き
く前記第１円弧部に対向配置された第２円弧部と、前記第１円弧部の一端と前記第２円弧
部の一端とを結ぶ第１連結部と、前記第１円弧部の他端と前記第２円弧部の他端とを結ぶ
第２連結部と、により構成され、
前記第２連結部は、その中部が前記第１連結部側に突出した形状を有する、
補聴器。
【請求項２】
前記係合具の前記第１連結部は略直線状である、請求項１に記載の補聴器。
【請求項３】
前記係合具は、前記第１円弧部側に、前記音導体の他端を保持するための結合部を有する
、請求項１または２に記載の補聴器。
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【請求項４】
前記音導体は、音道パイプにより形成した、請求項１から３のいずれか一つに記載の補聴
器。
【請求項５】
前記音導体は、音信号伝送ワイヤにより形成した、請求項１から３のいずれか一つに記載
の補聴器。
【請求項６】
前記係合具は、変形自在の材質からなる、請求項１から５のいずれか一つに記載の補聴器
。
【請求項７】
前記係合具の前記第２連結部は、前記第２円弧部が前記第１円弧部側へ押されたとき、前
記第1連結部側に変位可能な形状を有する、
請求項１から６のいずれか一つに記載の補聴器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　この係合具８は、前記イヤチップ６側の凸形状小円弧８ａ（第１円弧部の一例）および
この凸形状小円弧８ａに対向配置された凸形状大円弧８ｂ（第２円弧部の一例）と、これ
ら凸形状小円弧８ａの前端側と凸形状大円弧８ｂの前端側を結ぶ前辺８ｃ（第１連結部の
一例）および前記凸形状小円弧８ａの後端側と凸形状大円弧８ｂの後端側を結ぶ後辺８ｄ
（第２連結部の一例）とにより構成されたリング状とする共に、前記後辺８ｄは、その中
部が前辺８ｃ側に突出した凹形状とした。
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